
住宅の耐震診断を
してみませんか？

　町では、木造住宅（昭和56年５月31日
以前に建築されたもの）の耐震診断を受け
る方を募集しています。自己負担１万円で
住宅の耐震診断ができます。
　申し込みをご検討される方は、事前に町
建設課までご相談ください。
▶申込期限　11月30日㈬
※�申込期限に関わらず、予算がなくなり次
第終了となります。
※�「耐震診断」は、住宅の改修等は含みま
せん。
※�「耐震改修」についても、町からの補助
を受けられる場合があります。
　ご検討される場合は、町建設課まで事前
にご相談ください。なお、耐震診断をされ
ていることが前提となります。
問��町建設課（☎852・5252）

募 やさしい健康運動教室を
開催します

　椅子上で行うことができる軽い運動を中
心にした教室です。
▶対 象 者　高齢者
▶日　　時　７月15日㈮
　　　　　　午後1時30分〜午後2時30分
▶場　　所　馬川地区公民館
▶講　　師　健康運動指導士

星　良子さん
▶内　　容　�椅子、畳上で行うストレッチ、

軽度の筋力トレーニング等
▶持 ち 物　�飲み物、タオル、運動しやす

い内靴、介護予防手帳（65
歳以上でお持ちでない方へ交
付します）

▶申し込み　７月14日㈭まで
※�マスクを着用し、運動しやすい服装でお
越しください。
※�五城目町はつらつポイント事業の対象で
す。
▪申・問��町地域包括支援センター
（☎855・1070）

募 健康長寿ビクスを
開催します

　運動をとおして体力や認知機能の低下を
予防しましょう。
▶対 象 者　運動に支障のない高齢者
▶日　　程　�❶７月25日㈪
　　　　　　　午前10時30分〜

午前11時30分
　　　　　　❷８月８日㈪
　　　　　　　午前10時30分〜

午前11時30分
▶会　　場　五城館　１階多目的ホール
▶講　　師　健康運動実践指導者

白沢尚大さん
▶内　　容　�ストレッチ、筋力トレーニン

グ等
▶持 ち 物　�飲み物、タオル、運動しやす

い靴、介護予防手帳（65歳
以上でお持ちでない方へ交付
します）

▶申し込み　�❶は７月22日㈮、❷は８月
５日㈮まで

※�マスクを着用し、運動しやすい服装でお
越しください。
※�五城目町はつらつポイント事業の対象で
す。
▪申・問��町地域包括支援センター
（☎855・1070）

募 環境あきた県民塾
塾生を募集します

　県では、本年度、秋田市を中心に環境の
保全活動に関する知識や技能を学ぶための
講座「環境あきた県民塾」をシリーズで
開催します。あなたも地域での実践やリー
ダーとして活躍する「エコマイスター」を
目指してみませんか。
▶開催日　�７月16日㈯〜12月10日㈯の

うち９回（いずれも土曜日）
▶定　員　�30人以下（定員になり次第締

め切り）
※�詳しくはフォーラムのページ（http：
//www.eco-akita.org/）をご覧くだ

さい。
▪申・問��認定特定非営利活動法人環境あきた

県民フォーラム（☎853・6755）
▶受付　�午前９時〜午後４時（土日

除く）

募 スマートフォン操作体験会の
参加者を募集します

　スマートフォンを使ってみたい、スマー
トフォンをもっと活用したいと考えている
方向けに操作体験会を開催します。
　体験用のスマートフォンはこちらでご用
意しておりますので、スマートフォンをお
持ちでない方も、気軽にご参加ください。
　体験会は１日２回の開催を予定してお
り、１回目はスマートフォンを初めて触る
ような初心者の方向けの内容、２回目は少
しレベルアップした内容を予定していま
す。
※�新型コロナウイルス感染症の状況等によ
り、日程の変更や中止となる場合があり
ます。
▶開催日程（１日２回開催）
　７月28日㈭
　⃝１回目　午前11時〜午後０時30分
　⃝２回目　午後１時30分〜午後３時
▶場　　所　大川地区公民館
▶対　　象　�県内にお住まいの65歳以上

の方
▶定　　員　10人
▶参 加 費　無料
▶主　　催　秋田県
　参加を希望される方は、事前にお申し込
みをお願いします。申込方法等について
は、特定非営利活動法人　あきたパート
ナーシップ（遊学舎）に電話でお問い合わ
せください。
※�ご連絡いただいた際に、マイナンバー
カードの所有状況をお聞きする場合があ
ります。
▪申・問��特定非営利活動法人　あきたパート

ナーシップ（遊学舎）
☎829・5801
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募 木材が欲しい方を募集

　街路樹剪
せんてい

定で発生した木材（ケヤキ）を
希望者に無料で差し上げます。
　木材は直径10〜70㌢、長さ約１㍍です。
　なお、下記の引取場所に来ていただける
方のみとします。
▶引取時間　午前９時〜午後４時
※ご自由にお持ち帰りください。
▶引取場所地図

問���町建設課（☎852・5263）
�toshiseibi＠town.gojome.lg.jp

募 コーヒーカップで
ミニフラワーアレンジメント

▶日　　時　７月24日㈰
　　　　　　午前10時〜午前11時30分
▶会　　場　友愛館
▶募集人員　10人
▶材 料 費　1,000円（オアシス含）
▶持 ち 物　�コーヒーカップかマグカップ

またはミニの器、ハサミ
問��町教育委員会生涯学習課
（☎852・4411）

　請求期限を過ぎると、第11回特別
弔慰金を受ける権利がなくなりますの
で、お早めにご請求ください。
◆支給対象となる方
令和２年４月１日（基準日）におい
て、「恩給法による公務扶助料」や「戦
傷病者戦没者遺族等援護法による遺族
年金」などを受ける方（戦没者等の妻
や父母等）がいない場合に、次の順番
による先順位のご遺族お１人に支給し
ます。
●�支給対象者は、戦没者等の死亡当時
のご遺族で
１．�令和２年４月１日までに戦傷病者
戦没者遺族等援護法による弔慰金
の受給権を取得した方

２．戦没者等の子

３．�戦没者等の①父母②孫③祖父母④
兄弟姉妹

※�戦没者等の死亡当時、生計関係が
あったことなどの要件を満たしてい
るかどうかにより、順番が入れ替わ
ります。
４．�前記１から３以外の戦没者等の三
親等以内の親族（甥

おい

、姪
めい

など）
※�戦没者等の死亡当時まで引き続き１
年以上の生計関係があった方に限り
ます。
◆支給内容
　▶国債名称　�第11回特別弔慰金国

庫債券　い号
　▶額　　面　25万円（５年償還）
◆請求窓口　町住民生活課
　　　　　　（☎852・5112）

令和３年の調査では、秋田県のシートベルト着用率が運転者99.6㌫、助
手席94.6㌫となっているのに対し、後部座席は48.5㌫と低い着用率となっ
ています。
シートベルトとチャイルドシートは、交通事故から命を守り、負傷の被害

を軽減することから、同乗者全員のシートベルト着用とチャイルドシート使
用を徹底して、大切な「命」を守りましょう。

令和４年飲酒運転等追放競争結果　1位（全県25市町村） 令和４年５月末現在


